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自殺対策を通じて達成すべき当面の目標値

〇自殺死亡率

2015年 →

→

2026年 →

→

→→

2030年

(平成27年) (令和8年) (令和12年)

20.1(137人)

2020年

(令和2年)

23.6％

約14.0(96人) 約12.1(82人)

〇自殺対策の認知度

35.0% 50.0%

【出典】自殺死亡率：警察庁「自殺統計」(住居地・自殺日) 自殺対策の認知度：区民世論調査
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貧困 【目標1】貧困をなくそう

飢餓 【目標2】飢餓をゼロに

保健 【目標3】すべての人に健康と福祉を

教育 【目標4】質の高い教育をみんなに

ジェンダー 【目標5】ジェンダー平等を実現しよう

成長・雇用 【目標8】働きがいも経済成長も

イノベーション 【目標9】産業と技術革新の基盤をつくろう

不平等 【目標10】人や国の不平等をなくそう

都市 【目標11】住み続けられるまちづくりを

平和 【目標16】平和と公正をすべての人に

実施手段 【目標17】パートナーシップで目標を達成しよう
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本章で掲載した図1～10及び表1～3は、それぞれ以下の統計を使用し作成したものです。
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【出典】自殺者数：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」
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死因 死亡者数 死因 死亡者数 死因 死亡者数
10～19歳 自殺 12 不慮の事故 X 悪性新生物 X
20～29歳 自殺 66 不慮の事故 11 悪性新生物 7
30～39歳 自殺 76 悪性新生物 43 心疾患 22
40～49歳 悪性新生物 237 自殺 100 脳血管疾患 75
50～59歳 悪性新生物 505 心疾患 175 脳血管疾患 122
60～69歳 悪性新生物 1,486 心疾患 434 脳血管疾患 200
70～79歳 悪性新生物 2,917 心疾患 942 脳血管疾患 568
80～89歳 悪性新生物 2,706 心疾患 1,734 脳血管疾患 834
90～99歳 老衰 1,121 心疾患 823 悪性新生物 624
100歳～ 老衰 152 心疾患 60 肺炎 46

第1位 第2位 第3位

3) 性別・年代別の自殺者数と自殺死亡率

平成29年から令和3年の5年間を見ると、自殺者数は男性においては50歳代が最も多く、女性においては40

歳代が最も多くなっています。自殺死亡率を見ると、男性では20 歳未満から60 歳代まで全国自殺死亡率よりも

低い水準ですが、70歳以上では全国自殺死亡率よりも高くなっています。また、女性では、20歳未満と80歳以

上では全国自殺死亡率よりも低いですが、20 歳代から 70 歳代までの広い年代において全国自殺死亡率よりも高

くなっています。

図3：性別・年代別の自殺者数(平成29～令和3年合計)と自殺死亡率(平成29～令和3年平均)

【出典】自殺死亡率、自殺者数：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」

4) 年代別に見た死亡原因の状況

平成28年から令和2年の本区における年代別の死因を見ると、10～39歳では自殺が死因の第１位であり、若

年世代において、深刻な問題となっています。

表1 年代別に見た死亡原因の状況(平成28年～令和2年合計) ※死亡者数5人未満をX人としています。

【出典】厚生労働省「人口動態統計」
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5) 区内の事務所管内別に見た性別・年代別の自殺死亡率

令和元年～3年の3年分の区全体と区内事務所管内別の性別・年代別の自殺死亡率を全国の自殺死亡率と比較し

ました。（以下のカッコ内の数値は自殺死亡率）

区民課管内では男性は70歳代(35.6)、80歳以上(39.7)、女性は70歳代(27.8)で高くなっています。

小松川事務所管内では、男性は若年層（10歳代：13.4、20歳代：29.6)、60歳代（33.8）、70歳代(44.9)、女性

は20歳代(30.0)、60歳代(34.4)で高くなっています。

葛西事務所管内では、男性は80歳以上(45.7)、女性は60歳代(17.5)、70歳代(19.5)で高くなっています。

小岩事務所管内では、男性は60歳代(37.4)、女性は総じて高く、なかでも若年層(10歳代：18.4、20歳代：21.4、

30歳代：27.6)、60歳代(20.2)で高くなっています。

東部事務所管内では、男性は50歳代(35.9)、女性は50歳代(18.0)、70歳代(34.4)が高くなっています。

鹿骨事務所管内は男性は40歳代(39.4)、50歳代(39.0)、80歳以上(57.0)、女性は20歳代(39.2)、40歳代(42.6)、

70歳代(23.6)で高くなっています。

図4 区内の事務所管内別に見た性年代別の自殺死亡率

※点線の折れ線グラフは全国の性年代別自殺死亡率(令和元年～令和3年 3年平均値)

※実線の折れ線グラフは本区の性年代別自殺死亡率(令和元年～令和3年 3年平均値)

(自殺者数：人口動態統計 人口：住民基本台帳(令和4年1月1日時点))
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【出典】厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料」 
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【出典】NPO 法人自殺対策支援センター ライフリンク 提供資料 

【出典】いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル2022」 
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１．地域におけるネットワークの強化

２．自殺対策を支える人材の育成

３．区民への啓発と周知

４．生きることの促進要因への支援

１．生活困窮者の自殺対策の推進

２．高齢者自殺対策の推進

３．勤務問題に関わる自殺対策の推進

４．子ども・若者の自殺対策の推進

５．未来(将来の夢・居場所・生きがい)への支援

６．女性の自殺対策の推進
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江戸川区民生・児童委員協議会【福祉推進課】、青少年問題協議会、青少年委員会【健全育成課】、/地域自立 

支援協議会・相談支援専門員向け研修会、計画相談員向け研修会、入所施設での勉強会、/発達障害支援会議  

【障害者福祉課】、精神保健福祉講演会【保健予防課】、環境衛生協会( 理容組合・/美容組合等)【生活衛生課】 

ファミリーヘルス推進員会協議会・定例会【健康サービス課】 
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（１）

（２）

（３）
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（１）

（２）

（３）

（４）
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（１）

（２）
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（１）

（２）

（３）

（４）



－ 31 －

様々な悩みや問題を抱える児童生徒が必要な支援を受けられるよう、学習の機会を活用した支援や安心して

過ごせる場所の構築・確保に向けた居場所活動等を展開します。また、児童生徒と日常的に関わる関係者への

研修等を通じて、地域の関係者が連携し児童生徒の健全な育成を図る体制づくりを進めます。  
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② 養育に関する様々な相談機会の提供：

ア 保育士、心理士、教諭等の資格を有する専門相談員が、子育てや家庭生活に関して悩みを抱える保護者

の相談に応じることで、自殺リスクの高い保護者を早期に発見し、必要な場合には他の専門機関と連携

しながら支援を行います。(相談課)

イ 不登校や発達に関することなど、子どもの教育上の悩みや心配事を抱える保護者からの相談に、教育相

談室の心理士等の相談員が来室による面談や専用電話にて応じます。(教育研究所)

③ 障害のある児童の保護者への支援：

ア 障害や障害の疑いのある児童に対し、集団生活への適応に向けて環境を調整するとともに、その児童生

徒の保護者からの相談に応じることで、保護者の精神的負担の軽減を図ります。(障害者福祉課)

イ 育成室では心身に障害を有する就学前の幼児を抱える保護者からの相談に、保育士や心理士、看護師等

の資格を有する相談担当者が応じます。(保育課)

ウ 心身面に発達の遅れが見られ、就学にあたって特別な支援を要する児童生徒の保護者に対して相談機会

を提供するとともに、関係機関と協力し各児童生徒の障害や発達の状態に応じたきめ細かな対応を行う

ことで、養育に関わる保護者の負担軽減を図ります。(学務課)

エ 区立小中学校やすくすくスクール、区立・私立保育園に看護師を配置、または配置を支援することで、

医療的ケアが必要な児童・幼児の環境を整備し、保護者の負担軽減を図ります。(子育て支援課、保育

課、教育推進課、学務課★)

④ 養育に係る負担の軽減に向けた各種支援の提供：

ア 子育てひろばにおいて、親子同士が交流のできる機会を提供するとともに、子育てに関する相談機会や

講習会等各種情報の提供を行うことで、問題を抱える保護者の早期発見や子育てにまつわる保護者の負

担軽減を図ります。(子育て支援課)

イ 保護者が病気や出産、冠婚葬祭、家族の介護、就労、育児疲れによるレスパイトなどの理由により、一

時的に家庭で子どもの養育が難しい場合に、宿泊を伴った一時預かりを行う子どもショートステイや、

援助者がなく、産後うつや育児ストレス等により安定した養育が行えない家庭に対して育児支援ヘルパ

ー派遣を実施することで、保護者の負担軽減を図ります。(相談課)

ウ 父子・母子家庭の児童生徒の養育に係る各種手当の支給や、小児慢性特定疾患に伴う医療費の助成、経

済的理由から就学が困難な児童生徒に対する給食費や学用品等の援助、奨学金の支給またはあっせん等、

金銭面での各種支援を通じて児童生徒の養育ならびに就学に対する援助を推進します。(児童家庭課、

保健予防課、教育推進課、学務課)

エ 経済的な理由や保護者の病気等で支援が必要な家庭に対して、訪問して調理を行う・お弁当を宅配する

などの食事支援を提供し、児童生徒の家庭状況の把握を進め、必要時、生きる支援に関する様々な相談

先の掲載されたリーフレットを配布するなど相談先情報の周知を進めます。(相談課)
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　子ども・若者が将来に向けた夢を諦めずにすむように、また、高齢者についても、健康寿命を延ばしつつ誰も

がその人の人生をよりその人らしく生きることを探求し続けられるように、様々な取組を展開していきます。  

【出典】：NPO法人自殺対策推進センターライフリンク 提供資料 

（１）

（２）

（３）
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第 4章 自殺対策の推進体制等

1．自殺対策の推進体制

（１）江戸川区自殺対策戦略会議

【令和4年度 会議構成員】

（２）江戸川区自殺防止連絡協議会

【令和3年度～令和4年度 会議構成員】

分 野 委 員

学識経験者 東京都立精神保健福祉センター 所長

医療関係者

(一社)江戸川区医師会 副会長(公衆衛生委員会長)

東京都立墨東病院 神経科 責任部長

東京都立墨東病院 患者支援センター ソーシャルワーカー

1 区長 12 文化共育部長

2 副区長 13 生活振興部長

3 教育委員会教育長 14 産業経済部長

4 江戸川区参事 15 福祉部長

5 経営企画部長 16 子ども家庭部長

6 SDGｓ推進部長 17 児童相談所長

7 新庁舎・施設整備部長 18 土木部長

8 危機管理部長 19 区議会事務局長

9 総務部長 20 健康部長

10 都市開発部長 21 江戸川保健所長

11 環境部長

外部団体 警察署長、消防署長

有識者 (特非)自殺対策支援センターライフリンク代表

事務局

健康部保健予防課長

健康部副参事

健康部保健予防課いのちの支援係
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福祉関係者

江戸川区松江第二地区民生・児童委員協議会 会長

(福)江戸川区社会福祉協議会 事務局長

南小岩 熟年相談室 小岩ホーム 看護師

教育関係者
江戸川区立小学校校長会 会長

江戸川区立中学校校長会 会長

経済・労働関係者

東京商工会議所 江戸川支部 会長

江戸川労働基準監督署 副署長

(一社)江戸川工場協会 会長

江戸川区商店街連合会 会長

自殺防止等に関する民間団体の関係者 (特非)自殺対策支援センター ライフリンク代表

自殺防止等に関する関係行政機関の職員
葛西警察署 生活安全課長

江戸川消防署 警防課長

自殺防止等に関する関係行政機関の職員

(江戸川区)

健康部長

江戸川保健所長

教育委員会 教育指導課長

文化共育部 健全育成課長

生活振興部 地域振興課長

産業経済部 産業経済課長

福祉部 福祉推進課長

福祉部 介護保険課長

福祉部 障害者福祉課長

福祉部 生活援護第一課長

子ども家庭部 児童家庭課長

子ども家庭部 相談課長

子ども家庭部 援助課長

健康部 健康サービス課長

事務局

健康部 保健予防課長

健康部 副参事

健康部 保健予防課いのちの支援係
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2．改訂の経過

日時 経過 主な内容

平成30年3月 江戸川区いのち支える自殺対策計画

発行

・誰も自殺に追い込まれることのない江戸川区の実現を

目指し、「江戸川区いのち支える自殺対策計画」を策定

平成30年4月

～令和4年3月

年に1回課毎に事業進捗の評価を実施 ・確認シートを用いて評価・修正を行い、自殺対策戦略

会議で部門ごとの情報として共有した

令和4年7月6日 第1回江戸川区自殺対策戦略会議 ・令和3年度「江戸川区 いのち支える自殺対策計画」

進捗確認

・「江戸川区いのち支える自殺対策計画」 次期5カ年

に向けたスケジュールについて

令和4年7月28日 第1回江戸川区自殺防止連絡協議会 ・令和3年度「江戸川区 いのち支える自殺対策計画」

進捗確認

・「江戸川区いのち支える自殺対策計画」 次期5カ年

に向けたスケジュールについて

令和4年10月

～11月

各課ヒアリング ・中間評価内容の確認

・新規事業など次期計画への追加・変更について提案

令和4年12月 戦略会議委員に江戸川区いのち支える

自殺対策計画改訂版(案)を情報提供

・「江戸川区 いのち支える自殺対策計画」の中間評価

について

・「江戸川区いのち支える自殺対策計画改訂版概要版

(案)」について

令和4年

12月26日

第2回江戸川区自殺防止連絡協議会 ・「江戸川区 いのち支える自殺対策計画」の中間評価

について

・「江戸川区いのち支える自殺対策計画改訂版概要版

(案)」について

令和5年1月 江戸川区いのち支える自殺対策計画

改訂版(案)最終修正

・関係機関・各部署からの意見を受け、最終修正

令和5年1月15日

～1月31日

パブリック・コメント(意見公募)実施 ・意見件数4人 延べ8件

令和5年2月13日 第2回江戸川区自殺対策戦略会議 ・「江戸川区いのち支える自殺対策計画改訂版」の決定

・今後のスケジュールについて
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2．江戸川区自殺対策戦略会議設置要綱
（設置）

第 1 条 自殺対策基本法（平成18 年法律第85 号）に基づき、生きるための包括的な支援を推進することによ

り、自殺対策を総合的かつ効率的に推進するため、江戸川区自殺対策戦略会議（以下「戦略会議」という。）を設

置する。

（所掌事項）

第 2 条 戦略会議は、前条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

自殺対策に関する情報の収集、交換及び連絡に関すること。

自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

前各号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関して必要な事項に関すること。

（組織）

第 3 条 戦略会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、江戸川区長をもって充てる。

3 副委員長は、担任に係る副区長（以下「担任副区長」という。）及び他の副区長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が任命し、又は委嘱する。

一 別表に掲げる者

二 自殺対策に関する学識経験者

5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者について戦略会議に出席させることができる。

（会議）

第 4 条 委員長は、戦略会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故で欠けるときはその職務を代理し、委員長が必要と認めると

きは、その職務を代行する。この場合において、職務を代理又は代行する順序は、担任副区長、他の副区長の順

とする。

3 会議は非公開とする。ただし、戦略会議において必要と認めた場合は、会議の一部又は全部を公開するこ

とができる。

（報償）

第 5 条 第３条第４項第２号の学識経験者に対する報償は、別に定めるところにより予算の範囲内で支給する。

（守秘義務）

第 6 条 戦略会議に出席した者は、会議の内容その他会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

（事務局）

第 7 条 戦略会議の事務局は、健康部保健予防課に置く。

（委任）

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

付 則

この要綱は、令和 5 年 2 月10 日から施行する。

別表(第 3 条関係)

教育委員会教育長 江戸川 区参事 経営企画部長 ＳＤＧｓ推進部長 新庁舎・施設整備部長

危機管理部長 総務部長 都市開発部長 環境部長 文化共育部長 生活振興部長

産業経済部長 福祉部長 子ども家庭部長 児童相談所長 健康部長 江戸川保健所長

土木部長 区議会事務局長

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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3．江戸川区自殺防止連絡協議会設置要綱
(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第8条の規定による自殺総合対策大綱に基づき、関係機関及び

民間団体等の相互の密接な連携を確保し、江戸川区(以下「区」という。)における自殺対策を総合的、かつ、効

率的に推進するため、江戸川区自殺防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

地域の特性に応じた自殺対策の取組の方向性に関すること。

自殺の現状把握に関する情報交換に関すること。

区及び関係機関における連携方法についての意見交換に関すること。

自殺対策に関する意見交換に関すること。

前各号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関して必要な事項に関すること。(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 経済関係者

(6) 労働関係者

(7) 自殺防止等に関する民間活動団体の関係者

(8) 自殺防止等に関する関係行政機関の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者に対し、協議会に出席を求めて、その意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報償)

第8条 委員に対する報償は、別に定めるところにより予算の範囲内で支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が定める。

付 則

この要綱は、平成21年9月8日から施行する。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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江戸川区いのち支える自殺対策計画【改訂版】
（令和5年3月発行）

編集・発行　 江戸川区健康部保健予防課
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                 （上一色コミュニティセンター内 江戸川保健所分室）
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